
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談支援事業もくばでは 

「障害児支援利用計画」を作成します。 

 

福祉サービスや障害児通所支援などを利用す

る場合は、障害児支援利用計画を作成すること

が必要です。 

課題解決や、適切なサービス利用を支援するた

めに、一緒に考えて、計画を作成します。 

 

相談支援事業所が定期的

にサービス利用状況など

を確認し、必要に応じて 

サービスの変更などの相

談をします。 

この流れを1年ごと

に繰り返します。 

基本、受給者証の 

更新は誕生月です。

本人・保護者が子育て支援課窓口に申請 

相談支援事業所と契約 

面談(本人や家族の状況、希望などの聞き取り) 

『支援利用計画案』の確認とサイン 

市から受給者証を発行 

福祉サービスや障害児通所支援利用の流れ 

『支援利用計画』の確認とサイン 

サービス担当者会議 

相談支援員がモニタリングを定期的に行う 

サービス事業所との契約 

サービス利用開始 

モニタリング報告書にサイン 

本人や保護者の状況、希望な

どの情報を、関係者で共有

し、協力して支援できるよう

にします。 

 

●どんなメリットがあるの？ 

一つの計画をもとに、関係機関が情報を共有

し、連携を取りながらの支援を受けることが

できます。 

 

●対象は？ 

泉佐野市在住の支援が必要な児童 
（障害者手帳や医学的な診断書をお持ちの方な

ど、児童福祉法で定められた条件に合致する場合） 

 

●費用は？ 
ご相談も、計画作成も無料です。 

 

●受給者証って何？ 
福祉サービスを利用するために市町村自治体

から交付される証明書です。これを取得する

と、障害児総合支援法や児童福祉法に基づい

て提供される福祉サービスを、行政の給付金

を受けながら利用できるようになります。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談支援事業もくば 

【所 在 地】  

〒598-0033 泉佐野市南中安松 1548 

【開所時間】 午前８時 45 分～午後 5 時 15 分 

【休 所 日】 土・日・国民の休日・年末年始 

                                      

相談支援事業  もくば  

TEL 072-493-2101 

 

（至大阪）

長滝北交差点

🚥 🚥 🚥関西国際空港連絡道路（至関西空港） （至上之郷）

🚥 🚥

（地下道）

末広公園 体育館

（至和歌山）

第
二
阪
和
国
道

🅿

児童発達
支援センター ⛽

🅿

歯科

末広小学校

末広小学校横です。駐車場もあります。 

泉佐野市立児童発達支援センター 

にじいろの木 

こんな時に相談してください。 

 

・困った時に使えるサービスって何？ 

・放課後等デイサービスを使いたいな 

・どんな事業所があるのか知りたい 
 

P 

P 


